
 

三次市ウクライナ避難民の受入に係る協力支援申出票 

 

                                     令和   年   月  日 

※避難される方への支援を行うことになった場合は，お申出いただいた個人，企業，団体等に，必要に応じて，

個別に連絡します。 

 

 

 

 

企業・団体名 

※企業・団体の場合は、代表者名もご記入ください。 

 

 

氏  名 

（企業・団体等の場合は

担当者氏名） 

フリガナ 

住  所 
〒    － 

 

連 絡 先 

電話番号                Email 

支援可能な内容 

（チェック・記入） 

□ 通訳・翻訳   

対応言語 ： □ウクライナ語 □ロシア語  

□その他（                 ） 

保有資格等：                        

 

□ 住居の提供（ホテル・寮等含む）  

□ 就労の受入 

□ 生活用品等の物資の提供  

□ 通信，飲食提供等のサービスの提供 

□ その他（                                ） 

※支援内容について具体的にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備  考 

（連絡事項等） 

   

 

 

 

【お申出・お問合せ先】 〒728-8501 三次市十日市中二丁目８番１号 

三次市定住対策・暮らし支援課共生社会推進係 

TEL：0824-62-6242 FAX：0824-62-6235  

Email：teijyu@city.miyoshi.hiroshima.jp 

□個人 □企業・団体 



 

 

 この度のご支援のお申し出に，心より感謝申し上げます。 

 避難される方への支援を行うことになった場合は，お申出いただいた個人，企業，団体等に，必要に応じて，

個別に連絡します。 

  

  

【記入に当たっての注意事項】 

協力支援いただく内容は，原則，無償でお願いします。有償でのご協力の場合は，備考欄に具体的に記入して

ください。 

 支援可能な内容は，支援項目をチェックのうえ，支援内容を具体的にご記入ください。 

 

⑴ 通訳・翻訳 

 ① 主な活動内容 

   ・市役所等での手続き，相談などへの同行及び通訳 

   ・市等が発信する情報の翻訳   ほか 

 ② 要件等 

   ・日本語に加え，ウクライナ語，ロシア語等でのコミュニケーション又は翻訳が可能な方 

   ・18歳以上の方 

 

⑵ 住居，就労，物資，サービス等の提供 

   お申出内容を集約し，避難された方の希望に合わせ，避難された方が必要とされる支援に結び付けます。 

  ①住居の提供 

   住宅，一軒家，ホテル，寮等で，一時的又は中長期での提供が可能なもの 

  ②生活用品等物資 

   原則未使用，運送費も含む支援をお願いします。  

  

⑶ その他 

  今後，国が示す具体的な対策を踏まえ，受付内容を変更する場合があります。 

     


